
神戸市多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、多胎児を妊娠した妊婦（以下「多胎妊婦という」）が「神戸市妊婦健

康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱」に定める１４回の妊婦

健診よりも追加で受診する妊婦健診に係る費用の一部を神戸市が助成することに関し、

必要な事項を定める。 

 

（事業の目的） 

第２条 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業は、母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 13

条に規定する妊婦健診の積極的な受診を促し、妊娠中の異常の早期発見・早期治療を促

進するとともに、単胎妊娠の場合よりも頻回の妊婦健診の受診が推奨され、受診に伴う

経済的負担が大きくなる多胎妊婦が、安心して出産できる環境を整えることを目的とし

て、１５回目以降の妊婦健診（以下「多胎妊婦健診という」）に係る費用の一部を市が

助成することで多胎妊婦の負担軽減を図る。 

 

（事業の対象者） 

第３条 前項に定める事業の対象者は、神戸市内に住所を有する多胎児を妊娠中の女子。 

    

  ２ 多胎児を妊娠し、第５条に定める受診券の交付を受けた者が、交付後に同一の妊娠

期間中において流産、死産、母体保護の観点による減胎手術等によって単胎妊娠とな

った場合も対象とする。 

 

（用語の定義） 

第４条 この要綱における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。 

(1) 妊婦健診     妊婦健康診査 

     (2)  受診券 

       多胎妊婦健康診査受診券（様式第 1 号） 

     (3) 契約医療機関 

              この要綱に定める事業の実施に関して、神戸市長と契約を締結した医療機関

または助産所 

     (4)  市医師会      一般社団法人神戸市医師会 

     (5)  医師会医療機関   市医師会に所属する医療機関 

     (6)  母子手帳番号    母子健康手帳の交付時に附番する 

     (7)  バーコードシール  

母子手帳番号を表示したバーコードが印字されたシールであり、母子健康手

帳とあわせて交付するもの 

 

（受診券等の交付） 

第５条 市長は、次のいずれかに該当する者に助成券を交付する。 

   （1）神戸市に妊娠の届出（以下「妊娠届」という。）をした、多胎児を妊娠した妊婦 

（2）本市以外で妊娠届を行った妊婦で、神戸市に転入した多胎児を妊娠した妊婦 

 

 ２ 市長は前項に該当する妊婦に多胎妊婦健康診査受診券（様式第 1 号）を５枚交付する。



ただし、本市以外で妊娠届を行った妊婦へ交付する場合は、当該妊婦が前住所地で多胎

妊婦健診について助成を受けた回数を減じた枚数を交付する。 

 

（受診券の有効期間） 

第６条 受診券の有効期間は、次項に定める場合を除き、受診券の交付日から分娩または妊

娠の終了した日までとする。ただし、受診券の交付日当日の受診については、交付後

の受診に限り本事業による助成の対象とする。 

２ 神戸市外において妊娠届を行った者が神戸市に転入した場合において、当該転入者が

前条第２項による交付申請を行った場合の受診券の有効期間は、転入日から分娩または

妊娠の終了した日まで。ただし、転入者が転入日当日に交付申請を行わなかった場合は、

原則として、妊娠の終了までに交付の申請を行うことにより、有効期間の始期を、交付

申請日からひと月遡った日または転入日のうち、交付申請日に近い日とする。 

 

第７条 この要綱において期間の計算を行う場合は、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 140

条及び第 143 条の規定によることとする。 

 

（契約医療機関） 

第８条 この要綱に定める事業は、契約医療機関が実施する。 

 ２ 契約医療機関は、兵庫県内の産科または産婦人科を標榜する医療機関または助産所で

なければならない。 

 ３ 医師会医療機関がこの要綱に定める事業にかかる多胎妊婦健診を行う場合は、市長は、 

市医師会及び神戸市産婦人科医会と契約を締結するものとし、医師会医療機関を契約医 

療機関とみなす。 

 

（契約医療機関における健診の受診） 

第９条 第５条による受診券の交付を受けた者が、契約医療機関において多胎妊婦健診を受

けようとする場合は、受診券に以下の各号で定める事項を記入のうえ、バーコードシー

ルを貼付し、つづりから切り離さずに、当該契約医療機関に提示するものとする。 

  (1)被受診者の氏名 

   (2)被受診者の住所 

   (3)被受診者の生年月日 

 ２ 前項において、契約医療機関への提示前につづりから切り離された受診券及びバーコ

ードシールの貼付のない受診券については、原則として無効なものとして取り扱う。 

 ３ 契約医療機関は、第１項において提示された受診券が有効なものであることを確認後、

当該受診券の提出を受けるものとする。 

 

（助成金の請求及び受領の権限の委任） 

第 10 条 前条による受診券の提出により、被受診者等は、健診にかかる神戸市からの助成金

の請求及び受領の権限を、当該契約医療機関（当該契約医療機関が市医師会医療機関で

ある場合は市医師会）に委任したものとみなす。 

 

（助成上限額等）         

第 11 条 この要綱に定める事業による助成の上限額及び使用枚数の上限等は、別表１で定め

るとおりとする。 

 



（助成上限額を超える場合の費用負担） 

第 12 条 第９条により契約医療機関へ受診券の提出を行った者は、当該医療機関において健 

診を受けるにあたり、健診の費用が助成上限額を超える場合は、超える額を当該医療機 

関へ支払うものとする。 

 

（助成金の請求及び支払い） 

第 13 条 契約医療機関は、本要綱に定める助成の対象となる健診を行った後、本市との契約 

において定めるところにより、別表１に定める助成金を本市へ請求するものとする。 

２ 契約医療機関（医師会医療機関を除く）が、前項により助成金を請求しようとする場 

合は、対象者より提出された受診券を月ごとに取りまとめ、請求書とあわせて、原則と

して、健診または検査を実施した月の翌月 10 日までに市長あてに提出するものとする。 

  ３ 市長は、前項による請求が行われた場合は、請求内容を検査のうえ適正であると認め 

られるものについて、別表１に定める助成金を契約医療機関へ支払うものとする。 

 

第 14 条 医師会医療機関が、前条による請求を行う場合は、対象者より提出された受診券 

を月ごとに取りまとめ、市医師会へ提出するものとし、市医師会はこれらの受診券を取

りまとめ、実施報告書とあわせて市長へ提出するものとする。 

  ２ 市長は、前項による請求が行われた場合は、請求内容を検査のうえ適正であると認め 

られるものについて、第 11 条に定める助成金を市医師会へ支払うものとする。 

  ３ 市医師会は、前項により市より支払われた助成金を、第１項による受診券の提出を受 

けた医師会医療機関へ、請求内容に応じて支払うものとする。 

 

第 15 条 契約医療機関または市医師会が、第 13 条及び第 14 条に基づく本市への請求を行う 

にあたっては、各年の３月 31 日までに実施した健診または検査にかかる助成金につい 

ては、原則としてその年の５月 31 日までの期間でなければ本市より支払うことができ

ないことに留意するものとする。 

     

（兵庫県外の医療機関による健診） 

第 16 条 兵庫県外（日本国内に限る）の医療機関において妊婦健診または聴覚検査を行う場 

合の費用助成については、「神戸市妊婦健康診査・新生児聴覚検査県外里帰り助成金支

給要綱」の定めるところによる。 

 

（受診券の譲渡・貸与の禁止） 

第 17 条 第５条による受診券の交付を受けた者は、当該受診券を他人に譲渡し、または貸与

してはならない。 

 

（医療機関に対する調査等） 

第 18 条 市長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める健診を行う医療機関に対し

て、健診または検査実施状況について報告を求め、または帳簿書類その他必要な物件を

調査することができる。 

 

（助成金の返還等） 

第 19 条 市長は、偽りその他不正な行為により本要綱に定める助成を受けまたは受けようと

することが明らかな者がある場合は、当該者に対する助成金の交付決定をとりけし、ま

たは交付した助成金の全部もしくは一部の返還を請求することができる。 



 

（その他） 

第 20 条 この要綱の施行について必要な事項は、こども家庭局長が別に定めるものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 当分の間、受診券の交付を受ける前に受診した多胎妊婦健診等について、妊婦本人 

が神戸市多胎妊婦健康診査助成金支給申請書兼請求書（様式第 2号）を市長に提出す 

ることでこの要綱に定める助成金の支給申請を行うことができる。 

 ２ 助成の対象とする多胎妊婦健診は令和３年４月１日以降に受診したものに限る。 

 ３ 妊婦本人がこの要綱に定める助成金の支給申請を行おうとする場合は、以下の各号に 

定める書類を市長に提出して支給申請を行わなければならない。 

   (1) 神戸市多胎妊婦健康診査助成金支給申請書兼請求書（様式第 2 号） 

   (2) 多胎妊婦健診を受診した医療機関の領収書の写し（医療機関の名称・所在地, 妊

婦の氏名, 受診年月日, 領収金額及び領収日が記載されたものであり, 領収金額に

ついて保険外診療である旨が記載されていることを要する。）または「神戸市多胎

妊婦健康診査受診証明書」（様式第 3号）」（やむを得ない事情により領収書が提

出できない場合に限る。） 

   (3) 医療機関による請求に使用されていない受診券 

   (4) 助成金の振込先の銀行口座（本人名義に限る）が確認できる書類の写し 

   (5) 母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページの写し 

 ４ 前項に定める申請は、分娩または妊娠の終了日から 6 ヶ月以内 

 ５ 第１項に定める助成金の申請について「神戸市妊婦健康診査・新生児聴覚検査県外里 

帰り助成金支給要綱」に基づきすでに申請している、または申請予定の健診にかかる費 

用は支給申請することはできない。 

６ 市長は、第１項から前項に基づく申請があった場合は、申請内容の審査を行い、この 

要綱に定める助成対象と認められるときは、様式第４号により、申請者に対して支給を

決定した旨を通知し、支給決定にかかる助成金を申請者に支払うものとする。 

７ 前項において、市長が申請内容の審査を行った結果、この要綱に定める助成対象とし 

て認められない場合は、様式第５号により、申請者に対して不承認である旨及びその理 

由を明記して通知する。 

 

別表１（第 11 条関係） 

券の種類 検査項目 助成上限額 備 考 

 

多胎妊婦健康診査受診

券（様式第１号） 

・定期健診 

（問診・診察・検査（子

宮底長・腹囲・血圧・

尿・体重など）・保健

指導・その他） 

上限を 5,000 円

とした実額 

15 回目以降の各回の健診

につき 1 枚の使用。 
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様式第 5号 

 


